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令和７年度事業報告 

 

【公益目的事業】 

１．浄化槽法第 7 条及び第 11 条に基づく検査事業 

令和７年度は、7 条検査 184 基（前年度 186 基）、11 条検査のうち通常検査を 7,327 基（前

年度 7,262 基）実施した。 

また、効率化 11 条検査は、3 月末現在、協会検査員が行う基本検査 1,389 基、一次検査を

指定採水員が行う効率化検査 6,218 基を実施した。それに加えて、効率化検査実施に伴う二

次検査を 171 基及びクロスチェック検査を 187 基実施した。 

 

   

 

 

 1)７条検査 （単位：基）

おお むね

適 正

153 88 60 5

合 10 7 3 0

18 4 11 3

2 2 0 0

0 0 0 0

併 1 1 0 0

184 102 74 8

 2)１１条検査　 （単位：基）

総計
おお むね

適 正

14,934 8,460 6,334 140

単独合併別内訳 （単位：基）

単独合併

おお むね おお むね 合 計

適 正 適 正 基 数

2,140 1,138 969 33 9,988 5,905 4,011 72 12,128

内 効率化基本 413 215 190 8 内 効率化基本 976 495 475 6 1,389

効　 率　 化 1,444 752 669 23 効　 率　 化 4,774 2,587 2,139 48 6,218

単 321 181 137 3 合 357 209 144 4 678

607 338 260 9 718 341 365 12 1,325

72 36 34 2 198 117 80 1 270

17 7 10 0 180 74 104 2 197

5 2 3 0 73 29 44 0 78

3 3 0 0 114 44 69 1 117

独 0 0 0 0 併 88 22 65 1 88

0 0 0 0 43 12 31 0 43

0 0 0 0 10 2 8 0 10

3,165 1,705 1,413 47 11,769 6,755 4,921 93 14,934

効率化１１条検査実施状況
「効率化１１条検査」業務委託契約社数：25社 「効率化１１条検査」実施社数：21社
二次検査実施基数：171基 クロスチェック検査実施基数：187基

501人以上

 令和7年度　法定検査実施基数

基 数
判 定

人　　　　槽
適 正 不 適 正

5～10人

11～20人

21～100人

101～300人

301～500人

計

基 数
判 定

適 正 不 適 正

基 数
判 定

基 数
判 定

人　　　　槽
適 正 不 適 正

人　　　　槽
適 正 不 適 正

5～10人 5～10人

11～20人 11～20人

21～50人 21～50人

51～100人 51～100人

101～200人 101～200人

201～300人 201～300人

301～500人 301～500人

501～1000人 501～1000人

1001～2000人 1001～2000人

2001人以上 2001人以上

計 計

第１号議案 
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２. 法定検査精度管理委員会の開催 

指定採水員制度を導入した効率化 11 条検査の精度を確保するため、学識経験者、行政機

関代表者及び指定検査機関選出委員で構成される「法定検査精度管理委員会」を開催した。 

審議の結果、引き続き効率化検査の適正な運用と法定検査の受検率の向上に努めることを

了承された。 

  開 催 日 令和 8 年 1 月 27 日（火）          

会   場 コラボしが２１ 3 階ミーティングルーム 

議   題 (1)効率化 11 条検査の実施状況について 

(2)二次検査の実施状況について 

(3)クロスチェック検査の実施状況について 

    

 

 

３. 浄化槽関係市町担当者研修会の開催 

浄化槽関係事務を担う市町の担当者の資質の向上を図るため、滋賀県琵琶湖環境部循環社

会推進課の協力を得て浄化槽に関する研修会を開催した。 

県の方からは、浄化槽の保守点検や清掃が法律の規定どおり実施される必要があり、また、

法定検査の受検率の向上のためには、県、市町、保守点検業者及び協会が連携して取り組む

ことが必要との認識が示された。 

開 催 日  令和 7 年 7 月 15 日（火）  出席：11 市 2 町 18 名 

会   場 草津市 草津市立市民総合交流センター（キラリエ草津）303 会議室 

研修項目  (1)浄化槽法の概要と浄化槽事務について 

      (2)浄化槽の基礎知識 

      (3)浄化槽法定検査と維持管理 

     (4)効率化 11 条検査 

     (5)特定既存単独処理浄化槽に係る制度について 
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４．令和 7 年度滋賀県浄化槽管理士研修の開催 

令和 2年 4月の改正浄化槽法の施行を受け、滋賀県及び大津市では「浄化槽保守点検業者

の登録に関する条例」が改正され、浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに置く浄化槽管理士

に対し、浄化槽保守点検業者の登録の有効期間内（3年間）に 1回以上、知事及び大津市長

が指定する浄化槽に関する研修を受けさせなければならないこととなった。この研修実施事

業者として当協会は、令和 7年 11月 26日（水）に草津市立市民総合交流センター（キラリ

エ草津）において研修を開催し、96名の方が受講された。 

 

 

 

５．滋賀県浄化槽適正処理促進協議会（法定協議会）への参画 

浄化槽法第５４条の規定に基づき令和３年５月に浄化槽関係四者（県、市町、業界、当協会）で

組織する滋賀県浄化槽適正処理促進協議会（法定協議会）が設立され、浄化槽を巡る諸課題の

解消に向けて協議が行われている。 

本年度は、実務担当者からなる作業部会が当協会も参画し、2 回にわたり開催され、各市町にお

ける浄化槽台帳整備の完了状況等が報告され、本協議会では、既に期限が過ぎているため速や

かに完了させることとされた。 

・第１回作業部会 7 月 3 日（木）浄化槽台帳整備の進捗状況、特定既存単独処理浄化槽に 

係る制度等 

・第２回作業部会 11 月 6 日（木）浄化槽台帳整備の進捗状況、浄化槽維持管理情報の取 

得等 

・本協議会    1 月 28 日（水）浄化槽台帳整備の完了状況、不適正浄化槽等の管理者 

への指導状況、浄化槽維持管理情報の取得等 

 

  

【滋賀県浄化槽適正処理促進協議会】 
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６．浄化槽設置届予備審査 

当協会では、浄化槽の設置に係る届出の予備審査を実施しているが、令和 7 年度において

は 181 件の予備審査を実施した。その内訳は、建築確認を伴うもの 111 件、浄化槽法に基づ

くもの 70 件、また、人槽別では 10 人以下 149 件、11～50 人 29 件、51 人以上 3 件であっ

た。 

 

注）建：建築確認申請を伴うもの  浄：浄化槽法に基づくもの 

 

 

７．浄化槽の適正な施工、維持管理の指導 

浄化槽設置届の予備審査や浄化槽工事業・保守点検業の登録に関する事務を行う際、また

業者や浄化槽管理者からの問い合わせの際において、適正な施工、7 条検査申込の徹底や 

11 条検査の受検等維持管理の指導啓発に努めたほか、各種届出の徹底を図った。 

 

 

建 浄 １０人以下 １１～５０人 ５１人以上

10 8 18 17 1 0

8 16 24 14 10 0

2 5 7 3 4 0

35 11 46 41 3 2

1 0 1 1 0 0

4 1 5 5 0 0

1 0 1 1 0 0

4 11 15 14 1 0

0 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0

32 5 37 34 3 0

3 3 6 5 1 0

2 0 2 1 1 0

0 3 3 2 1 0

7 3 10 7 2 1

1 0 1 0 1 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

1 3 4 3 1 0

111 70 181 149 29 3

令和７年度市町別設置届予備審査件数

計市 　町　　名

大 津 市

　申　請　種　別

　　　　（単位：件）

彦 根 市

長 浜 市

近 江 八 幡 市

東 近 江 市

人　槽　別　内　訳

草 津 市

守 山 市

栗 東 市

野 洲 市

合 計

湖 南 市

甲 賀 市

豊 郷 町

甲 良 町

多 賀 町

米 原 市

竜 王 町

愛 荘 町

日 野 町

高 島 市



 

―5― 

 

８. 浄化槽管理者に対する啓発チラシの配付 

  「浄化槽の日（10 月 1 日）」の全国的な啓発活動と呼応し、浄化槽の維持管理の重要性

や、保守点検・清掃及び法定検査が義務付けられていること、未管理浄化槽の管理者に対

しては、市町長から指導助言がされること、また浄化槽には各種届出が必要なことについ

て改めて周知するために啓発チラシを作成し、当協会の会員である保守点検業者の協力を

得て浄化槽管理者等へ配付して啓発に努めた。 

 

     

(表面)                (裏面) 

 

 

９．浄化槽の設置機種登録  件数 7 型式 

 

 

１０．浄化槽機能保証登録 

登録申請件数   70 件   登録中止件数   7 件   差引登録件数  63 件 

 

 

１１．浄化槽システムの脱炭素化推進事業 

申請件数は、なし 

 

 

 

【その他事業】 

 

１．技術者登録 

浄化槽設備士  5 名   浄化槽管理士  60 名   合計  65 名 

 

 

２．功労会員の表彰 

公益社団法人滋賀県生活環境事業協会表彰（令和 7 年度定時総会会場で表彰） 9 名 
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３．会報の発行等                     

会員に対する情報提供のため会報を作成し、会員及び 

関係機関等に送付した。 

 

第 90 号  令和 7 年 7 月 1 日  300 部 

第 91 号  令和 8 年 2 月 2 日  300 部 

また、一般社団法人 全国浄化槽団体連合会発行の 

「全浄連ＮＥＷＳ」を年 3 回会員等に送付した。 

 

 

 

 

【管理部門】 

１．会員の状況 

 

    

 

    

【第５０回理事会の様子】 

入会 退会 増減

浄化槽関係部会 86 0 4 △ 4 82

9 0 0 0 9

23 0 1 △ 1 22

54 0 3 △ 3 51

4 2 2 0 4

0 0 0 0 0

90 2 6 △ 4 86

工　　　　　　事

維　持　管　理

特 別 会 員

賛 助 会 員

会　　員　　数　　合　　計

会　　員　　の　　種　　別 令和６年度末
増△減

令和７年度末

製　　　　　　造
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２．開催した会議等 

  

（１）総務委員会、理事会等

会 議 名 開 催 年 月日 主　　　　要　　　　議　　　　題

監 査 7.4.21 (1)　令和６年度 事業報告、収支決算書、貸借対照表、財産目録の監査

総 務 委 員 会 7.4.24 (1)　第48回理事会に付議する事項について

第 48 回 理 事 会 7.4.24 (1)  令和６年度事業報告について

(2)  令和６年度収支決算について

(3)  特別会員の推薦について

(4)　令和７年度定時総会の招集について

総 務 委 員 会 7.5.27 (1)　協会表彰について

(2)　定時総会について

(3)　第49回理事会に付議する事項について

定 時 総 会 7.5.27 (1)  令和６年度事業報告について

(2)　令和６年度収支決算について

(3)　定款の変更について

(4)　令和７年度事業計画について

(5)　令和７年度収支予算について

(6)　特別会員の承認について

(7)　役員の改選について

第 49 回 理 事 会 7.5.27 (1）　部会の正副部会長の選出について

(2)　会長、副会長、常務理事の選定について

(3)　委員会の構成および正副委員長の選出について

(4)　顧問の選任について

総 務 委 員 会 7.11.17 (１)  第50回理事会に付議する事項について

(2)  公益社団法人滋賀県生活環境事業協会表彰被表彰者の選考について

(3)  第7条検査手数料前受金の振替について

第 50 回 理 事 会 7.11.17 (1)  職務の執行状況について

(2)　予備審査・法定検査の進捗状況について

(3)　今後の役員会等の日程（案）について

(4)　滋生環協ビジョン（素案）について

総 務 委 員 会 8.3.24 (1)　第51回理事会に付議する事項について

第 51 回 理 事 会 8.3.24 (1)　職務の執行状況について

(2)  令和７年度補正予算（案）について

(3)　令和７年度末「未収金不納欠損処分決議書(案)」の承認について

(4)  令和８年度事業計画（案）について

(5)　令和８年度収支予算（案）について

(6)　令和８年度における資金調達及び設備投資の見込み（案）について

(7)  公益充実資金取扱規程（案）について

(8)　職員給与規程の一部改正（案）について

(9)　浄化槽法第７条検査手数料前受金取扱い基準の一部改正（案）について

(10)  公益社団法人滋賀県生活環境事業協会表彰被表彰者（案）の決定について
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３．出席した会議等 

 

 

 

 

 

 

 

（1）一般社団法人 全国浄化槽団体連合会関係

会 　　議　　 名 開催年月日 開催場所 主　　　　要　　　　議　　　　題

２ ０ ２ ５ 年 度 第 １ 回
製 造 ・ 施 工 委 員 会

7.4.16 東京都 （1）浄化槽コンサル事業について

（2）浄化槽設備士の地位向上について

第 ５ ８ 回 理 事 会 7.5.28 東京都 （1）2024年度事業報告（案）について

Web
参加

（2）2024年度収支決算（案）について

（3）第13回定時総会決議（案）について

第 13 回 定 時 総 会 7.6.25 東京都 （1）2024年度事業報告及び収支決算について

（2）全浄連第13回定時総会決議（案）について

（3）定款の変更について

（4）役員（理事・監事）の補欠選任について

（5）2025年度事業計画及び収支予算について

２ ０ ２ ５ 年 度 第 ２ 回
製 造 ・ 施 工 委 員 会

7.10.21 東京都 （1）浄化槽コンサル事業について

Web
参加

（2）その他

第 ５ ９ 回 理 事 会 7.12.24 東京都 （1）2025年度補正予算（案）について

書面
表決

令 和 7 年 度 全 浄 連 会 員
団 体 事 務 局 長 等 会 議

8.2.24 東京都 （1）浄化槽行政の現状と課題

（2）建設業に関する最近の話題

（3）下水道事業の現状と課題等

（4）令和8年度浄化槽管理士・浄化槽設備士の国家試験・講習等について

8.2.25 東京都 （1）浄化槽コンサルの背景

（2）浄化槽コンサル事業について

（3）その他

第 ６ ０ 回 理 事 会 8.3.25 東京都 （1）2026年度事業計画（案）について

Web
参加

（2）2026年度予算（案）について

（3）創立50周年について

（4）定款の一部変更について

（5）国債の運用について
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【令和 7 年度定時総会の様子】 

 

 

 

 

 

（2）一般社団法人 全国浄化槽団体連合会近畿ブロック協議会関係

会 　　議　　 名 開催年月日 開催場所 主　　　　要　　　　議　　　　題

第１回近畿ﾌﾞﾛｯ ｸ協 議会 7.7.2 大阪市 （1）今年度の重要課題「協議会設立」「災害協定の締結」等について

（2）全浄連　令和8年度要望書（案）について

（3）その他

会 　　議　　 名 開催年月日 開催場所 主　　　　要　　　　議　　　　題

「 浄 化 槽 の 日 」 7.10.1 東京都 （1）  式典　　　　

第39回全国浄化槽大会 （2）  記念講演

全 国 浄 化 槽 技 術
研 究 集 会

7.10.15
7.10.16

茨城県
水戸市

（1）  研究発表、講演  

令和7年度浄化槽の　 8.2.25 東京都 （1）  浄化槽行政の現状と災害対応

維持管理向上等に （2）  環境省版浄化槽台帳の改修の検討案について

関する全国会議 （3）  浄化槽の維持管理費用等の実態調査・分析結果

（4）  大台町における生活排水処理事業使用料の改定について
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４．要望活動 

（１）知事要望 

滋賀県の令和 8 年度予算編成にあたり、令和 8 年 1 月 7 日（水）に中山会長はじめ協会役

員の出席のもと三日月大造知事（当日は東副知事と面談）に協会運営に対する支援等につい

て要望を行った。 

     

                   【知事要望】 

 

（２）市町長要望 

  県内各市町において浄化槽の適正な維持管理等をさらに推進することについて、各市町長 

 が出席される会議で要望書を配布し要望を行った。 

 ・令和 8年 1月 20日 滋賀県市長会 

・令和 8年 1月 14日 滋賀県町村会 

 

 

 

附属明細書 

令和７年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」に規定

する附属明細書「事業報告書内容を補足する重要な事項」に該当の事項はありません。 


